支給認定変更申請書（教育・保育）
年　　　月　　　日　
鏡野町長　様
保護者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	※本人が手書きしない場合は、記名押印してください
　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子ども・子育て支援法の給付認定等に係る変更が生じたので届け出ます。
	児童氏名
	生年月日
	支給認定証番号
	利用施設名

	　
	平成・令和　　　年　　月　　日
	第　　　　　　　　号
	　

	　
	平成・令和　　　年　　月　　日
	第　　　　　　　　号
	　

	　
	平成・令和　　　年　　月　　日
	第　　　　　　　　号
	　


次に該当する変更事項に☑し、記入してください。
	　□保育必要量の変更
	　□保育の必要性の事由の変更

	 認定時間
	　□標準時間　　　□短時間

（理由：　　　　　　　　　　　　　　）
	対象者
	　□父　　□母　　□その他（　　　　）

	
	
	保育を必要とする事由
	　□就労　　□妊娠・出産
　□疾病・障害　　□介護・看護
　□災害　　□求職活動
　□就学　　□虐待等　　□育児休業中
　□その他（　　　　　　　　　　　　）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	　□世帯構成等の変更
	変更理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	変更のある世帯員氏名
	児童との続柄
	生年月日
	変更種別
	変更年月日

	ふりがな：
	　
	
	□追加　□消去　□氏変更
□その他（　　　　　　）
	令和　　年　　月　　日

	ふりがな：
	　
	
	□追加　□消去　□氏変更
□その他（　　　　　　）
	令和　　年　　月　　日

	
	
	
	
	

	ふりがな：
	　
	
	□追加　□消去　□氏変更
□その他（　　　　　　）
	令和　　年　　月　　日

	
	
	
	
	

	　□家庭の状況の変更
	　□保育料等の納付義務者の変更

	家庭の状況
	変更種別　　　　
	納付義務者氏名
	児童との続柄
	生年月日

	□ひとり親世帯□生活保護受給世帯
□在宅障害児(者)のいる世帯
	 □該当（開始）
 □非該当（廃止）
	ふりがな：
	　
	　　　年　　月　　日

	変更年月日
	令和　　年　　月　　日
	変更年月日
	令和　　年　　月　　日

	　□住所の変更
	　□電話番号の変更

	住所
(変更後)
	〒
	電話番号
(変更後)
	父携帯・母携帯・自宅・その他（　　　　　　　）
　　　　　－　　　　　　－

	変更年月日
	令和　　年　　月　　日
	変更年月日
	令和　　年　　月　　日

	　□その他の変更

	

	変更年月日
	　令和　　年　　月　　日


※　支給認定証と変更内容を証明するための書類を添付して 下さい 。（裏面参照）
※　支給認定区分（１号・２号・３号認定）の変更は、「支給認定申請書兼保育園・認定こども園・幼稚園入園申込書」をご利用 下さい 。


	認定に必要な添付書類

	保護者または児童の状況
	添付書類

	勤務先を変更
	・支給認定変更申請書（教育・保育） 

	勤務日数・時間が変更
	・就労証明書

	退職
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	求職活動
	・求職活動申立書

	雇用期間が変更
	・就労証明書

	産前休暇に入る
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	　
	・出産・病気等・就学申立書および介護（看護）申立書

	　
	・母子手帳の写し等（保護者名と分娩予定日記載の部分）

	育児休業に入る
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	　
	・就労証明書（育休取得期間、復職予定日の記入があるもの）

	　
	・育児休業中の保育園の利用継続申立書

	産休育休等の終了、復職
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	保育時間の変更
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	　
	・保育を必要とする事由を証明する書類

	結婚した
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	　
	・結婚相手の保育を必要とする事由を証明する書類

	　
	（保育を必要とする場合のみ）

	離婚した
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	　
	・離婚したことがわかる書類

	　
	　※戸籍謄本の写し、児童扶養手当証書など

	転出・退園
	・退園届（退園願）

	　
	　※原則、月末退園・月初入園となります。

	転園・転部
	・退園届（退園願）

	　
	・支給認定申請書兼保育園・認定こども園・幼稚園入園申込書

	　
	・入園申込確認書

	　
	・保育を必要とする事由を証明する書類

	　
	（2号認定に変更する場合）

	住所・電話番号の変更
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	姓が変わった
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	保護者（納付義務者）が変わった
	・支給認定変更申請書（教育・保育）

	口座振替の停止
	・保育料口座振替停止申出書

	支給認定証を汚損・紛失
	・支給認定証再交付申請書（教育・保育）

	その他家庭状況の変更
	在園している園または子育て支援課までご相談ください

	※月の途中で保育の利用を必要とする要件や保育必要量（保育標準時間／保育短時間）の変更があった場合、原則として毎月25日までに届出が必要です。
毎月25日までの申請は申請があった月の翌月1日から、毎月26日以降の申請は申請があった月の翌々月の1日からの適用になります。そのため、適用となるまでの期間は、変更前の保育要件、保育必要量、保育料が適用されます。

	
	

	
	

	
	



